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評価調査結果要約表 
１．案件の概要 

国名：ザンビア共和国 案件名：地方電化能力開発プロジェクト 

分野：エネルギー 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：産業開発・公共政策部 協力金額（評価時点）：3億7,000万円 

（R/D）： 先方関係機関：MEWD、DOE、REA、ZESCO 

2009年8月～2012年8月 日本側協力機関：中部電力等 協力期間 

 他の関連協力： 

１－１ 協力の背景と概要 

ザンビア共和国（以下、「ザンビア」と記す）は安定的でバランスの取れた経済基盤の構築と

貧困削減を目的として、基礎インフラである電力供給の強化を図っている。2030年までに地方

電化率を3.1％から50％に向上することをめざして、地方電化法を制定し、地方電化庁（Rural 

Electrification Authority：REA）を設立した。こうしたなか、地方電化を効率的に推進するための

地方電化マスタープラン（Rural Electrification Master Plan：REMP）がJICAの協力を得て策定さ

れた。 

本プロジェクトは、エネルギー・水資源開発省（Ministry of Energy and Water Development：

MEWD）エネルギー局（Department of Energy：DOE）とREAのREMPの実施・更新能力を開発・

強化するために、地方電化プロジェクトの計画策定・実施に関する技術的能力の向上、プロジ

ェクトマネジメント体制の改善、太陽光発電システムのマネジメント能力の強化、地方電化基

金の財務管理能力の改善などを行う。 

 

１－２ 協力内容 

 （1）上位目標 

REMPに従って、地方部での電化が促進される。 

 

 （2）プロジェクト目標 

REMPの実施及び計画に係るDOE 及びREA の能力が強化される。 

 

 （3）アウトプット 

1．地方電化プロジェクトの計画のための技術的能力が開発され強化される。 

2．地方電化プロジェクト実施のための技術的能力が強化される。 

3．プロジェクトのマネジメントシステムが改善され強化される。 

4．太陽光発電システムに関する技術的能力が開発され強化される。 

5．REMPを更新する能力が開発され強化される。 

6．REAの地方電化基金（Rural Electrification Fund：REF）の財務管理能力が開発され強化さ

れる。 

 

 （4）投入（評価時点） 

日本側 

専門家：延べ46人月     本邦研修：1名（1カ月） 



 

 

ローカルコスト負担：1億43,64万8,150ザンビア・クワチャ（2011年度計画予算含む）

資機材：総額4万9,650米ドル 

 

ザンビア側 

カウンターパート（C/P）配置：12名 

ローカルコスト負担：4億5,100万ザンビア・クワチャ（2011年度計画予算含む） 

専門家執務スペース 

２．評価調査団の概要 

調査者 

団  長  林 俊行  JICA国際協力専門員 

計画管理  黛 正伸  JICA産業開発・公共政策部電力課ジュニア専門員 

評価分析  石坂 浩史 アイ・シー・ネット株式会社 

調査期間 2011年6月12日〜6月29日 評価種類：中間レビュー 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

 （1）アウトプット1 

地方電化の計画プロセスに関する検討が開始された。配電線延伸と小水力発電に関する

フィージビリティ・スタディ（Feasibility Study：F/S）マニュアル案がまとめられた。REA

は2011年度の年間活動計画・予算書を作成した。ルーラル・グロース・センター（RGC）

電化計画を策定するために必要なデータ収集が行われた。 

 

 （2）アウトプット2 

配電線延伸と小水力発電に関する詳細設計（Detailed Design：D/D）マニュアル案が作成

された。さらに、配電線延伸と小水力発電に関する施工監理マニュアル案と、配電線延伸

に関する技術仕様案も作成された。 

 

 （3）アウトプット3 

大きな進捗はない。これまで、工事などの契約プロセスや契約管理に関する活動はあま

り実施されていない。 

 

 （4）アウトプット4 

現在、3名の職員が太陽光発電システムについて技術移転を受けている。1名は基礎研修

の内容を十分に理解した。3名とも太陽光発電システムを設計・検査するために必要な知識

と技術を蓄積中である。太陽光発電システムの技術仕様、普及計画案、人材開発計画案、

研修教材案が作成された。 

 

 （5）アウトプット5 

REMPの更新方法について、十分な検討と議論が行われた。REMPを改訂するためのガイ

ドライン案が作成された。 

 

 （6）アウトプット6 

REAの財務管理能力を強化するための対策が特定された。 

 



 

 

 （7）プロジェクト目標 

REA職員の技術能力は強化されている。REA職員は有用な知識・経験を得ている。REA

の業務手順を規定するマニュアルが徐々に整備されてきている。 

 

３－２ 評価結果の要約 

 （1）妥当性 

プロジェクトの妥当性は非常に高い。プロジェクトの必要性は高く、優先度の高い課題

に取り組んでいる。プロジェクトの内容はザンビアの地方電化ニーズに合致している。REA

のニーズとも合っている。プロジェクト目標と上位目標は、基本的にザンビアの地方電化

政策と開発政策、日本の援助政策に合致している。 

 

 （2）有効性 

REA職員の地方電化プロジェクト実施能力を強化しているという実績から、本プロジェ

クトの有効性は認められる。しかし、プロジェクト目標の達成可能性については、指標が

適切に定められていないことと、これまでの成果が十分な形でモニタリング・記録されて

いないため判断できない。業務実施計画書にある活動の組み立てはプロジェクト・デザイ

ン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）と異なる。PDMを修正する必要がある。

 

 （3）効率性 

プロジェクトの効率性は中程度である。アウトプットの達成度合いについては、指標が

適切に定められていないことと、これまでの成果が十分な形でモニタリング・記録されて

いないため、適切かどうか判断できない。 

プロジェクトは短期専門家チーム投入の遅れの影響を受けた。これは、短期専門家チー

ム派遣のための公示に対し、関心を示す企業が現れなかったためで、やむを得ないもので

あった。プロジェクト開始当初の計画では、短期専門家チームは地方電化アドバイザーと

連携して活動することになっていた。短期専門家チームは、必要とされる分野の専門家を

断続的に派遣する一方、地方電化アドバイザーは、専門家とカウンターパート（Counterpart：

C/P）の連絡・調整役を担うとともに、短期専門家不在時に発生する課題をフォローするこ

とが期待された。実際には、前述の理由により最初の1年間は地方電化アドバイザーのみの

派遣となり、その結果、初年度はほとんど成果が得られなかった。 

プロジェクト2年目からは、短期専門家チームが派遣されたため、地方電化アドバイザー

の代わりに、プロジェクトの円滑な運営を目的に業務調整専門家が派遣された。短期専門

家チームは、後方支援業務、REAの主要文書の要約、REAに対する資料要求のフォローア

ップなどの点で、業務調整専門家の存在に助けられた。しかし、プロジェクトは同専門家

を十分に活用することができていない。業務調整専門家には短期専門家チームとC/Pとの橋

渡しを担うことがJICAから業務として与えられていたが、プロジェクト関係者にこの役割

が十分認知されていないこともあり、C/Pとのやりとりが希薄になりがちである。 

 

 （4）インパクト 

プロジェクトのインパクトを予測することは時期尚早である。しかし、上位目標が達成

される可能性はまずない。現行の上位目標は非現実的である。負のインパクトは観測され

ていない。 

 

 （5）持続性 

プロジェクトの効果が持続する可能性は高いと予測できる。地方電化に関する政策・制



 

 

度は維持、もしくは強化されると見込まれる。REAの組織能力は着実に強化されてきてい

る。地方電化プロジェクトを実施するための予算は、既に大きな金額が配当されるように

なっている。プロジェクトで導入している技術や方法は、C/Pに受け入れられている。プロ

ジェクトの持続性を低下させるような技術的問題は発生していない。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

 （1）計画内容に関すること 

本プロジェクトはREMPに着目して地方電化能力の向上を図る。日本の協力で策定された

REMPは、地方電化への関心を高め、必要な資金を動員することに役立っている。結果とし

て、REAの予算は大きく増加し、REAが責務をしっかりと果たすことの重要性がますます

増している。このことは、プロジェクトの妥当性を高めることにもなった。 

 

 （2）実施プロセスに関すること 

日本側、ザンビア側とも、お互いの制約や限界をよく理解して、相互の立場を尊重して

活動に取り組んでいる。こうした両者の態度は、円滑な技術移転につながる。 

 

３－４ 問題点と問題を惹起した要因 

 （1）計画内容に関すること 

とくになし。 

 

 （2）実施プロセスに関すること 

プロジェクトの進捗を阻害する顕著な外部要因はない。しかし、REAは職員が限られる

なか膨大な仕事量をこなす必要があるため、プロジェクト活動を円滑に進めるための調整

に苦心している。これまで、日本人専門家とREA幹部は深い議論を行う機会が少なかった。

結果として、専門家は技術協力に対するREAの本心が分からず、不安に感じることもあっ

た。 

 

３－５ 結論 

プロジェクトの妥当性は高い。効率性は中程度である。プロジェクトの有効性は認められる。

インパクトについては予測できない。持続性については高いであろうと予測される。 

プロジェクトの評価は、活動と成果の記録がPDMと活動計画（Plan of Operation：PO）に対応

した形で行われていなかったため容易でなかった。プロジェクトの目的が指標として適切に定

められていないことも困難の原因である。プロジェクトの計画とモニタリングについて改善の

余地がある。 

短期専門家チームの投入が遅れたことと、関係者のコミュニケーションが一部で十分取れて

いなかったことにより、プロジェクトの効率性は低下している。 

しかし、すべてのプロジェクト関係者は、本中間レビュー実施中に行われた意見交換を通じ

て、課題とその対応策を認識できたようである。今後は、関係者は合同評価報告書に記された

提言を受け入れ、プロジェクトはよりよい方向へと向かっていくものと期待される。 

 

３－６ 提言 

 （1）プロジェクトへの提言 

1．本中間レビュー中に行われた議論と合同評価報告書を踏まえてPDMとPOを修正するこ

と 

2．プロジェクトの成果を適切にモニタリング・記録すること 



 

 

3．プロジェクトに関する定例会を設けること 

4．地方電化計画プロセスの改善にもっと注力すること 

5．カウンターパート（C/P）の予定が競合しないよう考慮して日本人専門家を派遣するこ

と 

 

 （2）REAへの提言 

1．プロジェクトの活動をREAの通常業務に取り込むこと 

2．職員の採用を加速させること 

 

 （3）JICAへの提言 

1．プロジェクト期間の延長を検討すること 

2．地方電化アドバイザーを長期専門家として派遣すること 

 

３－７ 教訓 

 （1）良好なコミュニケーション 

本中間レビューをきっかけとして、REA幹部と日本側関係者との間で地方電化計画プロ

セスについて有意義な議論が始まった。これまで、このテーマは日本人関係者が重要視し

ていたが、REAと突っ込んだやりとりができていなかった。今回の議論によりREAのこの

テーマに対するスタンスや問題意識が日本側にとって明確になり、今後はより生産的な議

論が期待できるようになった。このことは、とくに幹部レベルで、自らの意図を積極的に

伝える努力を惜しまず、率直に意見を交換するように努めることは、プロジェクトの効率

的な実施にとって重要な要素であることを示している。 

 

 （2）適切なプロジェクトモニタリング 

本中間レビューでは、プロジェクトの基本計画について、討議議事録（Record of 

Discussions：R/D）とPDMに一致しない部分があることを発見した。業務実施計画に示され

たプロジェクトの実施方法は、組み立てがPDMと一致していなかったことも明らかになっ

た。プロジェクトの管理者として、JICAは、R/Dにある基本計画と実際のプロジェクトの実

施方法がかい離しないよう努め、PDMと業務実施計画、業務完了報告書などを注意深く比

較すべきである。大きなかい離がある場合は、PDMや業務実施方法の修正を指導する必要

がある。 

 

 （3）日本人専門家の役割・責任の明確化 

このプロジェクトでの日本人専門家の調達方法は、他の大多数の技術協力プロジェクト

とは異なり、結果としてプロジェクトの効率性を低下させている。地方電化アドバイザー

と業務調整専門家はそれぞれ個別の契約をJICAと結び派遣された 。短期専門家はチームと

して1つの契約をJICAと結んでいる。これら3者には共通の契約はない。これは、本分野で

の限られたリソースを活用するための苦肉の策であり、やむを得ない面があるが、こうし

た場合には、効率的なプロジェクト実施のために、何らかの形でそれぞれの役割や責任を

明確に規定すべきである。それぞれの契約の特記仕様書に、相互の役割や責任について詳

しく明記すべきであり、JICAは今後、今回の教訓を生かす必要がある。 
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第１章 調査の概要 
 

１－１ プロジェクトの背景 

ザンビア国（以下、｢ザンビア｣と記す）は、安定的かつバランスの取れた経済基盤の構築及び

貧困削減を目的として、基礎インフラである電力供給の強化を図っている。その中でも、電力へ

のアクセス向上を最優先課題と位置づけ、2030年までに地方電化率を3.1％から50％に、都市電化

率を現在の48％から90％にすることをめざしており、その促進のため地方電化法の整備と地方電

化庁（REA）の設立がなされた。こうした背景の下、地方電化を効率的に推進していくための基

本計画の作成支援がわが国に要請され、JICAの開発調査により｢地方電化マスタープラン（Rural 

Electrification Master Plan：REMP）｣が2008年1月に作成されザンビア側に提出された。 

これに基づき、エネルギー・水資源開発省（MEWD）エネルギー局（DOE）の監理の下、REA

が地方電化事業の計画及び実施を担当するが、DOE及びREA職員（以下、関係職員）は、事業実

施に係る知識・経験が不足しており、効率的な事業運営は困難な状況である。こうした事情の下、

ザンビアは関係職員の能力向上に資する技術協力プロジェクトをわが国に要請した。 

JICAは事前調査により、配電線の延伸及び独立型電源による地方電化事業の実務を通じ、関係

職員の能力強化支援を行う技術協力プロジェクト｢地方電化能力開発プロジェクト｣を実施するこ

とで先方と合意した。 

本プロジェクトは、DOE及びREAをカウンターパート（Counterpart：C/P）機関として、C/P機関

の組織面、技術面等の問題点と現状を把握・分析したうえで、両機関によってREMPに基づき適切

な地方電化（配電線延伸及び小水力、太陽光利用）の計画・実施がなされるよう、REAの年間電

化計画及び個別電化計画策定に必要な実地訓練（On the Job Training：OJT）（電化方式に応じた現

地踏査等含む）、マニュアル作成支援、助言等を行い、両機関の技術的能力の向上を図るとともに

REAの地方電化プロジェクトに関するマネジメント体制の強化を行うことを目的としている。 

本プロジェクトは2009年8月より2012年8月までの3年間の予定で実施されており、2009年8月～

2010年8月中旬まで地方電化アドバイザーをREAに派遣し、2010年7月下旬から業務実施契約によ

り専門家（①総括、②副総括/地方電化計画、③配電計画1、④配電計画2、⑤小水力発電開発（土

木設備）、⑥小水力発電開発（電気設備）、⑦太陽光発電技術及びトレーニング、⑧財務管理及び

⑨地方電化計画補助）を適宜派遣するとともに、専門家不在時のモニタリング及び各種調整のた

めの業務調整員1名を派遣中である。 

 

１－２ 調査の目的 

本調査では、C/P機関と合同で本プロジェクトの目標達成度や成果等を分析するとともに、プロ

ジェクトの残り期間の課題及び今後の方向性について確認し、合同評価報告書に取りまとめ、合

意することを目的とする。 
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１－３ 調査団員 

分野（Job title） 氏名（Name） 所属（Organization） 
派遣期間（Period）

（Arr. – Dep.） 

団長・総括 

Team Leader 

林 俊行 

Hayashi Toshiyuki 

JICA国際協力専門員 

Senior Advisor 
6月17日～6月29日 

計画管理 

Project Management 

黛 正伸 

Mayusumi Masanobu 

JICAジュニア専門員 

Associate Expert 
6月17日～6月29日 

評価分析 

Evaluation and Analysis 

石坂 浩史 

Ishizaka Hirofumi 
コンサルタント 6月12日～6月25日 

 

１－４ 調査日程 

Activities 

JICA 

 

Date 

Mr. Hayashi, Mr. Mayusumi 
Consultant 

1 6/12（Sun）  

2 6/13（Mon）  

成田→香港 

香港→ヨハネスバーグ 

ヨハネスバーグ→ルサカ 

3 6/14（Tue）  
JICAザンビア事務所打合せ 

REA及びDOE打合せ 

4 6/15（Wed）  
インタビュー実施（REA、DOE） 

情報収集 

5 6/16（Thu）  
インタビュー実施（REA、DOE） 

情報収集 

6 6/17（Fri） 
評価案説明（REA、DOE） 

情報収集 

7 6/18（Sat） 

成田→香港 

香港→ヨハネスブルグ 

ヨハネスブルグ→ルサカ 評価結果整理 

8 6/19（Sun） 
団内協議 

PDM、評価報告書作成 

9 6/20（Mon） 

 8：30 JICAザンビア事務所打合せ 

10：30 DOE表敬 

14：30 評価ワークショップ 

10 6/21（Tue） PDM、評価報告書修正、聞き取り 

11 6/22（Wed） 10：00 PDM、評価報告書及びミニッツ協議（REA） 

12 6/23（Thu） 

 9：30 合同調整委員会（Joint Coordination Committee）（ミニッツ署名） 

14：00 在ザンビア日本大使館報告 

15：30 REA 

13 6/24（Fri） 

サ イ ト 調 査 （ Kafue Gouge Regional 

Training Center、Kafue Gouge Hydro Power 

Station） 

14 6/25（Sat） サイト調査（ルサカ近郊配電線延伸地点）

ルサカ→ヨハネスブルグ 

ヨハネスブルグ→香港 

香港→成田 

15 6/26（Sun） 資料作成  
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16 6/27（Mon） 

10：00 ドナー打合せ（WB、SIDA） 

14：00 業務実施専門家活動報告 

15：30 JICAザンビア事務所報告 

 

17 6/28（Tue）  

18 6/29（Wed） 

ルサカ→ヨハネスブルグ 

ヨハネスブルグ→香港 

香港→成田 
 

 

１－５ 調査方針 

 （1）評価手法 

評価5項目をベースに、評価グリッド案に従い、質問表及びインタビュー等によりデータ・

情報収集を行ったうえで、評価を行い、C/Pと共同で評価報告書を作成する。 

 

 （2）評価結果に基づく対応方針 

1）実施体制の確認 

本プロジェクトは、業務実施契約による複数の分野の専門家と専門家不在時のモニタリン

グ及び各種調整のための業務調整員１名、カウンターパートとしてREAとDOE、関係機関に

ザンビア電力公社（Zambia Electricity Supply Corporation Limited：ZESCO）がおり、これらが

現状のプロジェクト実施体制の下、適切に機能しているか確認し、必要に応じて、先方と協

議したうえで修正を行う。 

 

2）PDMによる進捗確認 

プロジェクトの進捗管理のツールとして、現在のプロジェクト・デザイン・マトリックス

（PDM）の構成、指標等が現実に即しているか、適切に機能しているかを評価し、必要に応

じて、先方と協議したうえで修正を行う。 

なお、短期専門家からは、フィージビリティ・スタディー（F/S）や詳細設計（D/D）など

の言葉の定義が明確でないこと、業務実施上の括りとPDMの成果ごとの括りが異なっている

ことなどから、再整理が必要との意見がある。また、本調査団としても、当初、不確実な要

素が多いために曖昧な指標とならざるを得なかったものを、これまでの活動を通じて把握し

た明確な指標に変更する必要があると考えている。 

 

3）実施工程 

本プロジェクトは、プロジェクト開始からは、22カ月経過しているが、実際に技術移転が

始まったのは、11カ月前であり、残りの期間で十分な目標達成が可能かを評価し、必要に応

じて、期間の延長も含めて実施工程の変更を検討する。 

なお、期間延長を検討するに際しては、REAの人員補強状況や、他ドナーの協力状況を踏

まえて検討する。 

 

4）提言 

上記のほか、本評価で明らかになった課題については、先方と協議のうえ、提言としてま

とめる。 
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 （3）評価及び協議結果 

評価結果及び本調査により協議された事項は、合同調整委員会（ Joint Coordinating 

Committee：JCC）において関係者で共有したうえで、協議議事録（Minutes of Meetings：M/M）

に取りまとめ、署名を取り交わす。 
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第２章 調査結果 
 

２－１ 評価報告書 

調査方針に基づき、評価5項目をベースに評価報告書を作成した。内容は、第3～5章に示す。 

 

２－２ 本評価に関する合意について 

2011年6月23日に開催したJCCにより、本評価結果について先方と合意し、付属資料2.のとおり

M/Mを締結した。 

 

２－３ 特記事項 

 （1）PDMについて 

現状のPDMは、成果ごとの括りが適切でないこと、成果や目標の指標が明確でないことに

より、適切に案件の進捗管理を行うことができる状態ではなかったため、これらを変更する

ことで先方と合意した。ただし、変更のための協議は実施したものの、合意には双方が更に

PDMを理解し考える時間が必要であると判断したため、2011年10月末までに正式に変更を行

うこととした。 

 

（2）期間延長について 

本評価により、1～2年の期間延長が提言された。先方も可能な限りの延長を望んでおり、

JICA本部の承認が得られれば、この範囲内で延長することに合意した。なお、先方からは、

延長後も、引き続き、現在の短期専門家による協力を要望する声があった。 

 

２－４ 現地調査結果 

ルサカ近郊のREAによる配電線延伸地点の現地調査を実施した。電線等の材料の質がよくない

こと、施工不良がみられること、ZESCOに引き渡されたあとに適切に運用されていないなどの課

題がみられた。今後、本プロジェクトの活動で考慮する必要がある。 

 

２－５ 団長所感 

 （1）本中間レビュー調査の成果 

本技プロは長期ベースの専門家（地方電化アドバイザー）が派遣されたものの個別技術に

対応する短期専門家の派遣が遅れ、1年目はほとんど技術移転が進まなかった。2年目は地方

電化アドバイザーに代えて業務調整専門家を長期ベースで派遣し、業務実施契約で確保され

たコンサルタントが短期専門家として随時派遣された。このように本技プロはかなり変則的

に開始され今に至っているが、今回の中間レビューでは本技プロのこれまでの成果と課題が

明確に指摘され、なおかつその解決策が示されたため本技プロを後半に向けて実施していく

うえで大きな成果を得ることができた。“Joint Mid-term Review Report”にある現状の把握とそ

れに基づいた提言とともに特筆すべき点は、外部評価者が入りプロジェクト関係者に質問を

することでプロジェクトを実施している当事者たち自身が技プロのこれまでのあり方を改め

て考えることになった点である。この点で大きな成果だったのは、REAのCEOであるセレン

ジェ氏が評価者と意見交換するなかで本技プロの本来的目的に気づいてくれたと思われる点
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である。 

 

 （2）技プロの運営におけるJICAの役割 

今回の中間レビューで課題としてあげられたひとつはPDMの成果と業務実施計画の活動事

項に整合性がないことであったが、業務実施計画が提出された段階でJICAとしては修正を依

頼するなどの対応をすべきであったと考えられる。 

電力分野では技プロが他の分野と比べて少なく、多くのコンサルタントはこれまで開発調

査の経験しかもたない場合が多い。技プロではPDMをモニタリングのトゥールとして使って

いるが、開発調査しか経験のない場合にはPDMに関する知識が十分でないことがあると思わ

れる。このため、JICAとしては契約が決まり次第、契約先に対して、本プロジェクトがPDM

に従って中間評価と終了時評価が行なわれることを周知するとともに、必要に応じて総括と

副総括にプロジェクト・サイクル・マネジメント（Project Cycle Management：PCM）研修の

受講を勧めるなどの配慮が必要だと思われる。 

技術協力はカウンターパート側の仕事のやり方を変えていくという目的があるため、技プ

ロを開始する背景も含めてJICAとしては単に契約をして人材を送り出すだけでなく、確保し

た人材がそれまでの経験をより良く現場で発揮できるようにオリエンテーションを行うなど

JICAが行うべきプロジェクト運営があることを認識する必要がある。 

 

 （3）本技プロのリーダー 

本技プロの日本側のリーダーは業務実施契約で確保されている短期専門家の総括である。

しかし、本技プロには、簡易型で業務調整専門家が長期ベースで別途確保されているため、

短期専門家の総括が、この業務調整専門家も含めた日本側のリーダーという意識をもつこと

はなかなか難しいのが現状と思われた。このため、本技プロの日本側リーダーとして、REA

のトップと意思疎通を行うことが不十分となり、プロジェクト活動全体の効率性に支障が生

じたと思われる。本中間レビューの提言により地方電化アドバイザーが長期専門家として派

遣される予定だが、短期専門家の総括とよく意見交換をして長期で派遣される地方電化アド

バイザーが本技プロのまとめ役になり、必要なときはリーダー役となって効率的・効果的な

技術移転が進むように活動することが望まれる。 

 

 （4）電力セクターにおけるザンビア側が期待するJICAの支援 

本技プロによる現場レベルでの技術移転をREAは非常に評価している。その要因はREA側

の要望を汲み取りながら柔軟に対応し、現場を重視して技術移転を行っている点にあると思

われる。現場を重視しカウンターパート側の要望や現状を配慮して協力するところが日本ら

しいアプローチであり、この日本らしい協力の仕方がザンビア側で評価されている。ザンビ

ア政府はJICAに電力分野のリードドナーになってくれるよう要請したそうだが、ドナー会議

の場でも現場の現状やザンビア側のさまざまな事情を踏まえた議論を展開し、リードドナー

として活動していくとともに、これからも現場を重視してニーズに合った協力を継続してい

くことが望まれる。 
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第３章 プロジェクトの実績と現状 
 

３－１ 投入実績1 

 （1）日本側 

日本側はこれまでに延べ11名の専門家を投入している。専門分野は地方電化アドバイザー、

業務調整、総括、地方電化計画、配電計画、小水力発電開発（土木設備と電気設備）、太陽光

発電技術、財務管理である2。2011年6月1日までの投入実績は46人月であり、平均すると1年当

たり25人月の投入があったことになる。実際には、プロジェクト初年度は地方電化アドバイ

ザーが、2年目からは業務調整専門家が長期的に派遣され3、そのほかの専門家は短期専門家チ

ームとしてプロジェクト1年目の終わりごろから断続的に派遣されている4。 

これまでに日本側が投入した資機材の総額は4万9,650米ドルである。これには4万5,350米ド

ルの四輪駆動車1台が含まれる。このほかに、日本側は2009年度に2,905万9,150ZMK5、2010年

度に3,588万9,000ZMKの予算をザンビア国内にて執行した。この予算では、先に述べた資機材

とは別にGPSや液晶プロジェクターなどの備品を購入している。2011年度の計画予算は7,870

万ZMKである。日本側は、2010年11月から約1カ月間行われた再生可能エネルギーに関する本

邦研修の参加費用1名人分も負担した。 

 

 （2）ザンビア側 

ザンビア側は12名のC/Pを配置した。このうち、日常的にプロジェクトの活動に参加してい

たのはREAに所属する10名であるが、1名は2011年5月に退職した。REAは基本的に、すべての

技術職員と財務分野の職員をC/Pとして配置している。 

ザンビア側は、C/Pのプロジェクト活動に要する費用などとして、2009年は100万ZMK、2010

年は1億ZMKを拠出した。2011年は3億5,000万ZMKを予算化している。このほかに、専門家の

執務スペースを提供している。 

 

３－２ アウトプットの達成状況 

 （1）アウトプット1 

アウトプット1の指標の達成状況は表－１のとおり。地方電化の計画プロセスに関する検討

が開始された。配電線延伸と小水力発電に関するF/Sマニュアル案がまとめられた。REAは2011

年度の年間活動計画・予算書を作成した。ルーラル・グロース・センター（RGC）電化計画

を策定するために必要なデータ収集が行われた。しかし、本アウトプットで達成すべき目標

が具体的に定められていないため、地方電化プロジェクトを計画する技術能力を強化すると

いう目標がどの程度達成されたか判断することは難しい。 

アウトプット1のPDMでの要約は「地方電化プロジェクトを計画する技術能力が開発・強化

される」であり、少々漠然とした表現である。しかも、協議議事録（R/D）では「地方電化プ

                                                        
1 詳細な投入リストは付属資料2の合同評価報告書を参照のこと。 
2 同一の分野に複数の専門家が投入されているため、投入延べ人数と分野数は一致しない。 
3 JICAの調達区分上は業務実施簡易型契約による短期専門家である。 
4 短期専門家チームは業務実施契約により派遣されている。 
5 ZMKはザンビア・クワチャ。1,000ZMKは約1.74円である。 
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ロジェクトのための年間活動計画を計画する技術能力が…」となっていて、PDMと一致しな

い。アウトプット1の一部の指標は不適切である。例えば、年間活動計画はDOEに関係なくREA

が策定している。RGC電化計画やF/Sレポートという指標が記載されているが、具体的にどの

案件のものを指すのか不明確である。さらに、作成された年間活動計画書やF/Sレポートが適

切かどうかを判断する基準もPDMに示されていない。アウトプット1の本来の目的と目標を明

確にするために、PDMの要約、指標とその入手手段を修正する必要がある。 

これまで、REAの考える地方電化プロジェクトの計画プロセスについて、日本人専門家と

十分な共有が進んでいない。REMPを始点として、建設工事の完成までのプロセスを円滑に進

められるようにして、地方電化を迅速に進めることの重要性は高いにもかかわらず、こうし

たプロセスに関する日本側とザンビア側の議論はあまり行われてこなかった。年間活動計画

の策定方法、5カ年ローリングプランの位置づけ、F/SやD/Dの実施の有無とタイミングなど、

多くのことが不明確なままである。最適な計画プロセスを確立することと、そのプロセスを

効果的に実行するための技術移転を的確に行うためには、両者の間でもっと活発な議論が必

要である6。 

 

表－１ アウトプット1の達成状況 

指 標 達成状況 

1） 必要なマニュアルが作成される。 

2） DOE/REAにより適切な年間活動計

画が策定される。 

3）RGC電化計画が策定される。 

4）F/Sレポートが適切に作成される。 

・ 配電線延伸と小水力発電に関するF/Sマニュアル

案が作成された。 

・ REAは2011年度の年間活動計画・予算書を作成し

た。 

・ RGC電化計画を策定するために必要なデータ収集

が行われた。 

 

 （2）アウトプット2 

アウトプット2の指標の達成状況は表－２のとおり。配電線延伸と小水力発電に関するD/D 

マニュアル案が作成された。さらに、配電線延伸と小水力発電に関する施工監理マニュアル

案と、配電線延伸に関する技術仕様案も作成された。 

プロジェクトでは配電線延伸と小水力発電により地方電化を行うための技術能力を強化し

ている。短期専門家チームは、地方電化事業実施に必要とされる多くの技術のうち、REAの

立場を踏まえて、事業の発注者として備えるべき技術に焦点を絞って技術移転を進めている。

短期専門家チームは、F/SやD/Dの定義、そうした活動へのREAの関与方法などについてもカ

ウンターパートと議論している。 

しかし、指標の定義が不十分なため、本アウトプットでめざしている地方電化プロジェク

ト実施のための技術能力強化について、どの程度目標を達成できているか評価できない。現

行のPDMの指標は、能力強化の度合いを測るには不十分である。どの、あるいはいくつのD/D

や建設工事が作成・竣工されればよいのか不明であり、単にそうした行為の完了をもって必

要な能力が強化されたと判断することができるのかという疑問もある。 

                                                        
6 あとに述べるように、本中間レビューをきっかけとして、そうした議論が活発化している。 
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表－２ アウトプット2の達成状況 

指 標 達成状況 

1）必要なマニュアルが作成される。 

2）D/Dレポートが適切に作成される。 

3）建設工事が適切に竣工される。 

・ 配電線延伸と小水力発電に関するD/D マニュア

ル案が作成された。 

・ 配電線延伸と小水力発電に関する施工監理マニュ

アル案が作成された。 

・ 配電線延伸に関する技術仕様案が作成された。 

 

 （3）アウトプット3 

アウトプット3の指標の達成状況については表－３のとおり。これまで、工事などの契約プ

ロセスや契約管理に関する活動はあまり実施されていない。本アウトプットについても、指

標の定義が不十分であるため、めざしているプロジェクト管理システムの改善について、ど

の程度目標を達成できているか評価することは難しい。現行のPDMの指標は、改善度合いを

測るには不十分である。どの、あるいはいくつのF/Sレポート、D/Dレポート、建設工事が作

成・竣工されればよいのか不明であり、単にそうした行為の完了をもって十分な改善があっ

たとすることができるのか疑問である。 

 

表－３ アウトプット3の達成状況 

指 標 達成状況 

1）適切な入札書類が作成される。 

2）必要なマニュアルが作成される。 

3）F/Sレポートが適切に作成される。 

4）D/Dレポートが適切に作成される。 

5）建設工事が適切に竣工される。 

・大きな進捗はない。 

 

 （4）アウトプット4 

アウトプット4の指標の達成状況については表－４のとおり。プロジェクトでは、REAの太

陽光発電システムに関する技術能力を開発・強化中である。現在、3名の職員が技術移転を受

けている。1名は太陽光発電システム基礎研修の内容を十分に理解した。3名とも太陽光発電

システムを設計・検査するために必要な知識と技術を蓄積中である。太陽光発電システムの

技術仕様、普及計画案、人材開発計画案、研修教材案が作成された。太陽光発電システムに

ついて、将来の技術移転を担うトレーナーを養成できる見込みである。 

一方、プロジェクト実施を通して、太陽光発電システムに関する戦略計画を策定すること

は時期尚早ということが明らかになった。代案として、普及計画案が日本人専門家から提示

されている。また、アウトプット4の最終目的は、REAのなかで太陽光発電システムの専門家

を養成して、プロジェクト終了後はREA自身が同分野の職員研修をできるようにすべきとい

う方針が打ち出されている。本アウトプットの指標は、こうしたことを踏まえて修正する必

要がある。 
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表－４ アウトプット4の達成状況 

指 標 達成状況 

1） 太陽光発電システムの技術仕様が作

成される。 

2） 戦略計画が策定される。 

3） 人材開発計画が策定される。 

4） 十分な能力を備えたトレーナーが養

成される。 

5） 十分な能力を備えた検査員とエンジ

ニアが養成される。 

6） 十分な能力を備えたテクニシャンが

養成される。 

5） 必要な教材とマニュアルが作成され

る。 

・ 1名のREA職員が太陽光発電システム基礎研修の

内容を十分に理解した。 

・ 太陽光発電システムの技術仕様、普及計画案、人

材開発計画案、研修教材案が作成された。 

 

 （5）アウトプット5 

アウトプット5の指標の達成状況については表－５のとおり。REMPの位置づけやその更新

方法について、十分な検討と議論が行われた。REMPを改訂するためのガイドライン案が作成

された。しかし、REMPを更新するための活動は実施されていない。REMPは2030年までの長

期計画であり、2010年に開始されたばかりであることを踏まえると、短い周期で更新するこ

とや本プロジェクト実施期間中に更新する必要はないと考えられる。本アウトプットの指標

は、これらのことを踏まえて見直すべきである。 

 

表 ５ アウトプット5の達成状況 

指 標 達成状況 

1）REMPが適切に更新される。 

2）ガイドラインが作成される。 

・REMPを改訂するためのガイドライン案が作成され

た。 

 

 （6）アウトプット6 

アウトプット6の指標の達成状況については表－６のとおり。REAの財務管理能力は、プロ

ジェクトが形成された2008年から財務分野の短期専門家の派遣が始まった2010年までの間に、

顕著に向上している。PDMに記されている本アウトプットの活動は、REAが既に実施してい

る。本アウトプットの指標2つについても、プロジェクトの実施と関係なく既に達成されてい

る。このため、財務管理専門家とC/Pは、REAの財務管理能力を強化するための次のステップ

について議論し、統合報告システムの開発をめざす方針で一致している。本アウトプットの

目的、活動、指標は、こうしたことを踏まえて見直す必要がある。 

 

表－６ アウトプット6の達成状況 

指 標 達成状況 

1）必要なガイドラインが作成される。

2）財務レポートが適切に作成される。

・ REAの財務管理能力を強化するための対策が特定

された。 
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３－３ プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標の指標の達成状況は表－７のとおり。REAの職員は有用な知識・経験を得て

いる。REAの業務手順を規定したマニュアルが徐々に整備されてきている。しかし、PDMの記述

からは、REAの能力向上について、プロジェクトで具体的にどのレベルまで引き上げることをめ

ざしているのか明確でない。このため、プロジェクト目標の達成見込みについて判断することは

できない。 

現行PDMのプロジェクト目標の要約は2つの点で問題がある。まず、「REMPの計画」ということ

の意味が分からない。この「計画」はR/Dでは「更新」となっていて、更に混乱を招いている。次

に、REMPの実施はREAの役割であり、DOEの役割ではない7。 

指標についても問題がある。REAが適切に年間活動計画を実行して、目標電化率を達成するこ

とが指標になっているが、①PDMには「適切に」を判断する方法が示されていない、②REAは既

に年間活動計画書と年報を自力で作成している、③年間活動計画書には目標電化率は記載されて

いない－ことから、現行PDMの指標は問題である。 

プロジェクト実施によりREAの技術能力が高められることは間違いないが、プロジェクト目標

が達成される可能性については、指標の定義の仕方に問題があるため、評価することができない。 

 

表－７ プロジェクト目標の達成状況 

指 標 達成状況 

REAによる年間活動計画が適切に実施

され、同年間計画の目標電化率が達成さ

れる。 

・ REAの職員は有用な知識・経験を得ている。 

・ REAの業務手順を規定したマニュアルが徐々に整

備されてきている。 

・ 年間活動計画書は既に作成されているが、今のと

ころプロジェクトの活動とは関係ない。 

 

３－４ 実施プロセス 

 （1）計画策定とモニタリング 

プロジェクト管理には改善の余地がある。特に、モニタリングと進捗報告については注意

を要する。 

PDMとPOはプロジェクトを管理するためのツールとして機能していない。プロジェクト関

係者はPDMとPOをあまり参照していない。プロジェクトの進捗や成果はPDMに対応する形で

記録されていない。PDMとPOは必要に応じた見直しがされていない。これまでに、記載内容

を明確化するためにPDMとPOを修正すべきであるという意見も出されたが、関係者の合意に

至っていない。 

プロジェクトは2009年8月に地方電化アドバイザーが赴任したことにより始まった。アドバ

イザーは活動計画を策定してREAと共有した。しかし、プロジェクトの活動計画を協議・承

認すべき合同調整委員会（JCC）の会議は2010年8月まで開催されなかった。PDMとPOはプロ

ジェクト開始後、1年を経てからようやく承認された。 

短期専門家チームは第1回JCC直前の2010年7月から活動を始めた。短期専門家チームはC/P

                                                        
7 PDMの問題ではないが、REMPの更新について、REAとDOEにどのような責任と義務があるのかも不明確である。ザンビア政

府は法令などで定める必要がある。 
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と協議して、業務実施計画書を2010年8月に作成し、2011年5月に更新している。しかし、業

務実施計画書ではPDMと異なる方法で活動を組み立てている。このため、業務実施計画書と

その実施結果をまとめたプログレスレポートに記されたプロジェクトの実績と、PDMに記さ

れたアウトプットやプロジェクト目標の指標を照合することは容易ではない。プロジェクト

の活動は業務実施計画書に従って実施されているが、進捗や成果がPDMに対応する形で記録

されていないため、モニタリングを難しくしている。 

 

 （2）コミュニケーションと実施体制 

プロジェクト関係者間のコミュニケーションには改善の余地がある。短期専門家チームと

業務調整専門家とのコミュニケーションは常に円滑だったとはいえない。両者は活発に情報

や意見交換をすることに消極的だったように見受けられる。その要因として、両者はJICAと

個別に契約を結び、両者の位置づけや相互に期待される役割が詳細にわたって明記されてい

なかったことが挙げられる。 

日本人専門家とREA幹部とのコミュニケーションは少なめである。このため、日本人専門

家は効果的な技術移転を行うために必要な情報を十分に得ることや、REAの問題意識や希望

を十分に理解することができていない。短期専門家チームのザンビア滞在期間が短いことと、

REA職員が業務過多で多忙なことが要因として考えられる。 

コミュニケーションを促進するためのツールが不十分である。プロジェクトでは、JCC以外

の定期会合を実施していない。プロジェクトの進捗、課題、計画などを定期的に共有するた

めのフォーマットもない。十分な情報共有ができているとはいえない。 

REA、DOE、ZESCOを主要メンバーとし、必要に応じて他の関係者の参加を得ることにな

っていた合同ワーキンググループは結成されていない。これまで、DOEとZESCOのプロジェ

クトへのかかわりは少ない。ただし、合同ワーキンググループが結成されなかったことによ

り、プロジェクトの活動に支障が生じたということはない。 

 

 （3）技術移転 

C/Pは、プロジェクトで行われている技術移転は非常に有効だと感じている。日本人専門家

は総じて技術レベルが高く、提案に対して柔軟であり、現実的なものの考え方をするとして、

高く評価されている。 

各分野での技術移転に先立ち、各専門家はC/Pの現在の能力を把握している。その後、C/P

の能力向上に合わせて、主として実地訓練（OJT）により指導・助言を行う。太陽光発電シス

テム分野については、他の分野と少々異なり、少し構造的な技術移転が行われている。同分

野では、ベースラインアセスメントを行い、基礎研修コースを実施した。研修の事後アセス

メントを行い、参加者それぞれに理解度をレーダーチャートによりフィードバックした。技

術移転は、総じてC/Pの能力や制約を考慮して適切に実施されているといえる。 

しかし、C/Pは通常の業務量が多く、技術移転のために十分な時間を確保することに苦労し

ている。専門家派遣のタイミングと通常業務のスケジュール調整が困難なこともあった。C/P

は専門家から技術移転を受けている最中に、しばしば他の業務への対応を迫られている。こ

うしたことから、複数のC/Pは、通常業務から解放された環境で研修を受けることや、事業現

場での現地検討による技術移転を増やすことを希望している。ほかに、C/Pは現在作成中の業
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務マニュアルについて、もっと時間をかけて、積極的にかかわることができるとよいとした。

あるC/Pは、REA職員がドラフトをつくって、専門家がクリティカルに検討するような方法を

とれれば、より自分たちの能力強化につながると述べている。 

C/Pは、地方電化技術に関する専門性を有する日本人専門家のREAへの常駐を望んでいる。

その理由は、日々生じる技術的な課題を容易に解決できるようになると期待するからである。

仮にそうした専門家が、プロジェクトで扱うすべての技術に関して専門性を有していなくて

も、一般的な方向性を示すことができ、関係する短期専門家と連絡を取ることにより適切な

助言ができれば、REAの能力強化を加速することができるであろう。このことについては、

日本人専門家も同様な認識をもっている。 
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第４章 評価結果 
 

４－１ 妥当性 

プロジェクトの妥当性は非常に高い。事前評価の見込みどおり、プロジェクトの必要性は高く、

優先度の高い課題に取り組んでいる。ただし、プロジェクトの対象グループについては、その役

割がプロジェクト計画時に十分に検討されていなかったと考えられる。 

プロジェクトの内容はザンビアの地方電化ニーズに合致している。REAのニーズとも合ってい

る。プロジェクト目標と上位目標は、基本的にザンビアの地方電化政策と開発政策にも合致する。

2011年から2015年までを対象期間とする第6次開発計画では、農村部での電気へのアクセスを現在

の3.5％から少なくとも15％まで向上させるとし、そのためにREMPを実行するとしている。しか

し、現行の上位目標は過大であり非現実的であるため、修正が必要である。 

プロジェクト目標と上位目標は、日本の援助政策に合致している。対ザンビアODAローリング

プランには、REAの能力強化のための支援を行うと明記されている。JICAには、この技術協力を

行うにあたって、明らかな優位性がある。REMPは日本の支援により策定された。プロジェクトは

日本の技術と経験を十分に活用できている。とくに太陽光発電システム分野については、マラウ

イ共和国（以下、「マウライ」と記す）などでのJICAの技術協力の経験が有効に活用できている。

マニュアルの作成についても、過去の経験が十分に生かされている。 

プロジェクトは、他ドナーによる支援と相乗効果を生み出している。ドナーの支援に重複はな

い。他ドナー支援により、これまでに作成されたマニュアルや定められた手順を含む既存の能力

をベースに、REAの能力強化を図っている。本プロジェクトによる能力強化は、他ドナーやザン

ビア政府資金を利用して進められる地方電化プロジェクトの円滑な実施に貢献する。既に、本プ

ロジェクトは、世界銀行が支援するプロジェクトの太陽光発電コンポーネントの効果的な実施に

寄与している。同プロジェクトの太陽光発電システムの仕様書の訂正を行った実績がある。 

プロジェクトの主要目的はREMPの実施能力を高めることであることを踏まえると、プロジェク

トの対象グループはREAとするべきである。ZESCOは、REAがREMPを実施するために必要な情報

を提供すべき協力機関という位置づけでプロジェクトに参加する必要がある。DOEは政策・監督

機関であるため、本来はプロジェクトの能力強化の対象ではない。こうした点は、プロジェクト

計画時には明確になっていなかったようである。 

プロジェクトの太陽光発電システム分野の活動で、公共施設、学校、地方政府の施設管理者や

民間設備業者を対象とした技術訓練を行うことを計画時に想定したことは、プロジェクトの目的

やREA職員の能力強化ニーズが非常に高いことを踏まえると、欲張りすぎ、あるいは不適切であ

ったと思われる。REAでさえ同分野の人材が十分に育っていない現状では、プロジェクトは適切

なマニュアルや研修教材の開発を行い、まずはREA職員のなかから専門家を育てることに集中す

べきである。 

 

４－２ 有効性 

REA職員の地方電化プロジェクト実施能力を強化しているという実績から、本プロジェクトの

有効性は認められる。しかし、プロジェクト目標の達成可能性については、指標が適切に定めら

れていないことと、これまでの成果が十分な形でモニタリング・記録されていないため判断でき

ない。 
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PDMに定められているアウトプットは十分であると考えられるが、注意を要する点もある。業

務実施計画書にある活動の組み立ては、PDMのアウトプット・活動と同様な組み立てになってい

ない。業務実施計画書はPDMに規定された活動をすべて含んでいるようであるが、PDMのアウト

プット1、2、3、5の活動は、同計画書では別な見出しの下に再編されている。業務実施計画書は

関係者に承認されたプロジェクトの正式な文書であり、これに従って活動が進められていること

を踏まえると、PDMとPOを修正する必要があると考えられる。 

PDMに定められたプロジェクト目標達成のための外部条件についても、再考が必要である。ザ

ンビアの現在の開発計画は、PDMにある第5次ではなく第6次である。地方電化基金（Rural 

Electrification Fund：REF）については、PDMにある「法律どおりに配分される」だけでは不十分

であり、「地方電化プロジェクトを実施するために十分な予算が配当される」ことが満たされる必

要がある。ほかに、外部条件として、REAが現在の法的地位を維持することと、必要な職員を確

保できることが満たされる必要があると考えられる。 

 

４－３ 効率性 

プロジェクトの効率性は中程度である。アウトプットの達成度合いについては、指標が適切に

定められていないことと、これまでの成果が十分な形でモニタリング・記録されていないため、

適切かどうか判断できない。 

以下に説明するように、やむを得ない理由ではあるものの、短期専門家チームの投入が遅れたこ

とにより、プロジェクト初年度は成果がほとんどなく、プロジェクトの効率性は低下した。 

短期専門家チームが投入されてからは、活動内容・量に問題はないと考えられるが、マニュア

ル作成などの活動に日本人専門家とC/Pが共同で従事できる時間をもっと長く取れれば、より効率

的に能力強化を進めることができるであろう。基本的に不必要な活動は実施されていない。REA

のオーナーシップが高いこともあり、他プロジェクトで作成されたものも含めて、成果品はすべ

て有効に活用されている。現場研修を含むOJTについては、本プロジェクトは他プロジェクトのサ

イトを活用できるよう合意を結び、効率性を高めている。 

しかし、活動はPDMとPOに沿った形で実施されていない。PDMの一部の活動は明確化が必要で

ある。RGC電化計画、F/S、D/Dなどの用語は多くの活動で使われているが、どの計画や案件を意

図しているのか不明確である。こうした用語の定義も定まっていない。効率的なプロジェクト実

施のためには、PDMとPOの修正が必要である。 

日本側の投入については、短期専門家チーム派遣のための公示に対し、関心を示す企業が現れ

なかったため、短期専門家チームの派遣が約6カ月遅れた。プロジェクト開始当初の計画では、短

期専門家チームは地方電化アドバイザーと連携して活動することになっていた。短期専門家チー

ムは、必要とされる分野の専門家を断続的に派遣する一方、地方電化アドバイザーは、専門家と

C/Pの連絡・調整役を担うとともに、短期専門家不在時に発生する技術的な課題をフォローするこ

とが期待された。実際には、前述の理由により最初の1年間は地方電化アドバイザーのみの派遣と

なり、初年度はほとんど成果が得られなかった。 

プロジェクト2年目からは、短期専門家チームが派遣されたため、地方電化アドバイザーの代わ

りに、プロジェクトの円滑な運営を目的に業務調整専門家が派遣された。短期専門家チームは、

後方支援業務、REAの主要文書の要約、REAに対する資料要求のフォローアップなどの点で、業

務調整専門家の存在に助けられた。しかし、プロジェクトは同専門家を十分に活用することがで
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きていない。短期専門家チームと同専門家との間で積極的なコミュニケーションがなかったこと

などが要因として挙げられる。業務調整専門家には短期専門家チームとC/Pとの橋渡しを担うこと

がJICAから業務として与えられていたが、プロジェクト関係者にこの役割が十分認知されていな

いこともあり、C/Pとのやりとりが希薄になりがちである。こうしたことを除けば、専門家の数、

分野、派遣タイミング・期間には大きな問題はない。 

基本的に、日本側は必要な資機材をタイミングよく投入している。しかし、四輪駆動車は、も

っと積極的に活用できるのではないかと思われる。地方電化計画の策定能力向上と、総合的報告

システム構築のためのソフトウェアの導入可能性について、検討が進められている。 

ザンビア側については、REAの現状を踏まえると、適切な数、分野、職位のC/Pを配置した。REA

は基本的に、プロジェクトの範囲に含まれるすべての分野の職員をC/Pに指名している。しかし、

REAが早期に採用を進めて、もっと多くの職員をC/Pにできればより有益である。日本人専門家の

指導余力を踏まえると、もっと多くのC/Pに技術移転を行う余地がある。これが実現すれば、同じ

予算でより多くのREA職員の能力強化が図れるため、プロジェクトの効率性アップにつながる。 

REAはプロジェクトの活動に十分な予算を用意し、後方支援も行っている。ザンビア側が負担

すべき経費に関して、大きな問題は起きていない。日本側とREAとの間でコスト負担について事

前合意がなく、REAの予算措置が結果として不十分だったことが一度だけあったが、こうした問

題は、事前に打ち合わせることにより今後は避けることができる。 

 

４－４ インパクト 

プロジェクトのインパクトを予測することは時期尚早である。しかし、上位目標が達成される

可能性はまずないと考えてよい。農村部での電気へのアクセスがREMPに従った形で向上するとは

考えにくい。REMPの目標値は、第6次国家開発計画の目標よりもはるかに高い。現行の上位目標

は非現実的であり、修正すべきである。負のインパクトは観測されていない。 

 

４－５ 持続性 

地方電化に関する現行の政策・制度・組織・財政と、これまでの技術移転の状況を踏まえると、

プロジェクトの効果が持続する可能性は高いと予測できる。 

地方電化に関する政策・制度は維持、もしくは強化されると見込まれる。事前評価後、REMPが

公式に開始され、2011年に始まった第6次国家開発計画でも地方電化の重要性について、認識は変

わっていない。 

REAの組織能力は事前評価以来、着実に強化されてきている。2009年にプロジェクトが開始さ

れたときの職員数は24名だったが、およそ1年間で29名に増加し、現在11名を新たに採用しようと

選考を進めている。技師6名、測量士、エコノミスト、会計士などの増員が見込まれる。REAは2009

年から2013年までの中期戦略を立案している。増員と能力強化の必要性はまだまだ高いが、今後

もREAの組織能力は強化されていくと予想できる。 

地方電化プロジェクトを実施するための予算は、REMPで計画された金額には及ばないが、既に

大きな金額が配当されるようになっている。REFへの配当は、2008年は220億ZMKだったが、2009

年には690億ZMK、2010年には、1210億ZMKへと増加している。REAの経常予算についても増加傾

向にあり、2008年の10億ZMKから、2009年の100億ZMK、2010年の120億ZMKへと伸びている。 

プロジェクトで導入している技術や方法は、C/Pに受け入れられている。作成中のマニュアルに
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対するREAのオーナーシップは高い。プロジェクトの持続性を低下させるような技術的問題は発

生していない。 

 

４－６ 効果発現に貢献した要因 

日本側、ザンビア側とも、お互いの制約や限界をよく理解して、相互の立場を尊重して活動に

取り組んでいる。こうした両者の態度は、円滑な技術移転につながる。 

日本の協力で策定されたREMPは、地方電化への関心を高め、必要な資金を動員することに役立

っている。結果として、REAの予算は大きく増加し、REAが責務をしっかりと果たすことの重要

性がますます増している。このことは、プロジェクトの妥当性を高めることにもなった。 

 

４－７ 問題点と問題を惹起した要因 

プロジェクトの進捗を阻害する顕著な外部要因はない。しかし、REAは職員が限られるなか膨

大な仕事量をこなす必要があるため、プロジェクト活動を円滑に進めるための調整に苦心してい

る。これまで、日本人専門家とREA幹部は深い議論を行う機会が少なかった。結果として、専門

家は技術協力に対するREAの本心が分からず、不安に感じることもあった。日本人専門家とREA

は、とくに両者の幹部レベル同士で、もっと頻繁に率直な意見交換を行い、より生産的なプロジ

ェクトとなるよう努力する必要はある。 

 

４－８ 結論 

プロジェクトの妥当性は高い。効率性は中程度である。プロジェクトの有効性は認められる。

インパクトについては予測できない。持続性については高いであろうと予測される。 

プロジェクトの評価は、活動と成果の記録がPDMとPOに対応した形で行われていなかったため

容易でなかった。プロジェクトの目的が指標として適切に定められていないことも困難の原因で

ある。プロジェクトの計画とモニタリングについて改善の余地がある。 

短期専門家チームの投入が遅れたことと、関係者のコミュニケーションが一部で十分取れてい

なかったことにより、プロジェクトの効率性は低下している。 

しかし、すべてのプロジェクト関係者は、本中間レビュー実施中に行われた意見交換を通じて、

課題とその対応策を認識できたようである。今後は、関係者は合同評価報告書に記された提言を

受け入れ、プロジェクトはより良い方向へと向かっていくものと期待される。 
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第５章 提言と教訓 
 

５－１ 提言 

 （1）プロジェクトへの提言 

1）本中間レビュー中に行われた議論と合同評価報告書を踏まえてPDMとPOを修正すること8 

上位目標とその指標は見直しが必要である。プロジェクト目標はR/Dに合わせる必要があ

り、指標についても明確化する必要がある。アウトプットと活動は、プロジェクトの正確な

目的と現実の実施方法を反映するよう再編するべきである。 

 

2）プロジェクトの成果を適切にモニタリング・記録すること 

プロジェクト活動の効果を確認できるようにする必要がある。PDMの指標の達成状況は確

実にモニタリング・記録すべきである。 

 

3）プロジェクトに関する定例会を設けること 

プロジェクト関係者は、少なくとも四半期に1度は会合をもち、プロジェクトの進捗や活

動計画、課題などについて共有すべきである。こうした会合はREAの定例会のなかに取り込

んで開催してもよい。定期的な会合開催のタイミングに短期専門家がザンビアにいないこと

も考えられるが、以下にREAへの常駐を提言する地方電化アドバイザーは少なくとも参加で

きるだろう。 

 

4）地方電化計画プロセスの改善にもっと注力すること 

REAの予算額は大きく増加する一方、実施すべき地方電化プロジェクトは山積している。

本中間レビュー実施中に、REAと日本人専門家は、REMPをもとに年間活動計画を策定して

個別電化プロジェクトの計画を立案するまでの地方電化計画プロセスをスムーズに行える

ようにすることは、地方電化を加速させるために不可欠であるとの共通認識に至った。本プ

ロジェクトは、地方電化プロジェクトの進捗を速めるよう、スムーズな計画プロセスを確立

するための活動にももっと重点を置く必要がある。REA幹部は日本人専門家と十分な時間を

かけてこの課題に取り組むべきである。 

 

5）C/Pの予定が競合しないよう考慮して日本人専門家を派遣すること 

原則として、同時期に複数の分野の日本人専門家が技術移転を行うことは避けるべきであ

る。REAは職員が少ないため、技術職員については本人の責任分野に限らず、広く地方電化

に関する技術能力を向上させたいと考えている9。REAはすべての技術職員に対して、すべて

の技術分野の日本人専門家から十分な技術移転を受けさせたいと望んでいるため、同時期に

異なる分野の専門家を派遣することは極力避ける必要がある10。 

 

                                                        
 
8 REA、日本人専門家、JICAは2011年6月20日に行われた議論に基づき、PDMとPOの修正を完成させることに合意している。 

 
9 例えば、土木技師にも配電や太陽光発電システムに関する知識を身につけさせたいと考えている。 

10 財務管理分野は主たるC/Pが技術職員でないため、他分野の専門家と派遣タイミングが重なっても問題はない。 
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 （2）REAへの提言 

1）プロジェクトの活動をREAの通常業務に取り込むこと 

REA職員は地方電化プロジェクトの実施など多くの業務を抱えるが、自らの能力強化も求

められている。プロジェクトで取り組んでいる能力強化についても、通常のREAの業務サイ

クルに取り込む必要がある。カウンターパートそれぞれの業務計画だけでなく、REAの組織

としての業務計画にもプロジェクトの活動を盛り込むべきである。 

 

2）職員の採用を加速させること 

プロジェクトが提供する能力強化の機会を有効活用するために、REAは採用活動を加速し

て、早急に職員定数を満たすよう努力すべきである。 

 

 （3）JICAへの提言 

1）プロジェクト期間の延長を検討すること 

プロジェクトは2009年8月に開始されたが、短期専門家チームが派遣されるまでの約1年間

は、ほとんどプロジェクトが進捗しなかった。小水力発電による地方電化プロジェクトを実

施するために必要な知識と経験を得るには、3年間では短すぎる。建設工事の規模と、関連

して必要な調査量を踏まえると、プロジェクトの計画から施工管理までを3年間でカバーす

ることは不可能である。同様に、REMPの精査に始まり、個別プロジェクトの実施、竣工後

のモニタリングまでOJT方式で技術移転を行うとなると、3年間では困難である。 

これまでのC/Pの数は、日本側が想定していた数より少ない。REAには、プロジェクト開

始時は4名しか技師がいなかった。短期専門家チームの派遣が開始された時には6名になった。

REAは現在、6名の増員を行うように採用活動を行っている。REAは断続的に技術スタッフ

を増員しているが、この傾向は今後も続く見込みであり、職員の能力強化ニーズは今後も高

いと見込まれる。 

こうしたことを踏まえると、REAの能力を十分に強化するために、プロジェクト期間を1

年から2年程度延長することが望ましい。 

 

2）地方電化アドバイザーを長期専門家として派遣すること 

R/Dによると、長期専門家として地方電化アドバイザーを派遣することになっている。し

かし、この分野の専門家は2010年から派遣が中断している。本中間レビューでは、プロジェ

クトの効率的効果的な実施のためには地方電化アドバイザーの派遣が必要だということが

明確になった。地方電化に関する技術的課題に知見があり、REA幹部を含む職員の通常業務

について的確なアドバイスを行える人材をアドバイザーとして派遣するべきである。アドバ

イザーには、REAの業務でとくに改善が必要な点を明確にして、短期専門家が効率的に技術

移転を行えるようにすることも期待される。REAと短期専門家チームの間に立ち、技術移転

の内容やタイミングについて調整することも求められる。 
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５－２ 教訓 

 （1）良好なコミュニケーション 

本中間レビューをきっかけとして、REA幹部と日本側関係者との間で地方電化計画プロセ

スについて有意義な議論が始まった。これまで、このテーマは日本人関係者が重要視してい

たが、REAと突っ込んだやりとりができていなかった。今回の議論によりREAのこのテーマ

に対するスタンスや問題意識が日本側にとって明確になり、今後はより生産的な議論が期待

できるようになった。このことは、とくに幹部レベルで、自らの意図を積極的に伝える努力

を惜しまず、率直に意見を交換するように努めることは、プロジェクトの効率的な実施にと

って重要な要素であることを示している。 

 

 （2）適切なプロジェクトモニタリング 

本中間レビューでは、プロジェクトの基本計画について、R/DとPDMに一致しない部分があ

ることを発見した。業務実施計画に示されたプロジェクトの実施方法は、組み立てがPDMと

一致していなかったことも明らかになった。プロジェクトの管理者として、JICAは、R/Dにあ

る基本計画と実際のプロジェクトの実施方法がかい離しないよう努め、PDMと業務実施計画、

業務完了報告書などを注意深く比較すべきである。大きなかい離がある場合は、PDMや業務

実施方法の修正を指導する必要がある。 

 

 （3）日本人専門家の役割・責任の明確化 

このプロジェクトでの日本人専門家の調達方法は、他の大多数の技術協力プロジェクトと

は異なり、結果としてプロジェクトの効率性をかなり低下させている。地方電化アドバイザ

ーと業務調整専門家はそれぞれ個別の契約をJICAと結び派遣された11。短期専門家はチームと

して1つの契約をJICAと結んでいる12。これら3者には共通の契約はない。これは、本分野での

限られたリソースを活用するための苦肉の策であり、やむを得ない面もあるが、こうした場

合には、効率的なプロジェクト実施のために、何らかの形でそれぞれの役割や責任を明確に

規定すべきである。それぞれの契約の特記仕様書に、相互の役割や責任について明記すべき

であり、JICAは今後、今回の教訓を生かす必要がある。 

 

                                                        
11 業務実施簡易型契約である。 
12 業務実施契約である。 
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Oscar S. Kalumiana, Director, Department of Energy, Ministry of Energy and Water Development 

Geoffrey Musonda, Assistant Director, Power Development, Department of Energy, Ministry of Energy 

and Water Development 

 

地方電化庁（REA） 

Wilfred Serenje, Chief Executive, Rural Electrification Authority 

Maxwell Phiri Zeffinati, Director, Human Resources and Administration, Rural Electrification Authority 

Morgan Mutale Chiselebwe, Director, Finance, Rural Electrification Authority 

Francis Mulenga, Director, Technical Services, Rural Electrification Authority 

Stanley Lyalabi, Senior Mini Hydropower Development Officer, Rural Electrification Authority 

Christopher Chisense, Senior Environmental Officer, Rural Electrification Authority 

Patrick Mubanga, Power Distribution Development Officer, Rural Electrification Authority 

Nelson Mbulo, Power Distribution Development Officer, Rural Electrification Authority 

 

プロジェクト専門家 

白木圭二  総括 

和田英樹  配電計画１ 

木村敏章  小水力発電開発（土木設備） 

波多野亮介  小水力発電開発（電気設備）/業務調整 

塩田昭夫  太陽光発電技術及びトレーニング 

高橋 勉 業務調整 

 

ザンビア日本大使館 

江川明夫  大使 

田代征児  一等書記官 

 

JICA ザンビア事務所 

鍋屋史郎  所長 

宮田克二  次長 
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